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現状と課題等に関するＷＧ これまでの開催実績 2

開催日 議題

第１回
（平成２８年
７月２９日）

郵政事業のユニバーサルサービスの現状、情報通信審議会答申概要、検討スケジュール（案）、
今後の主な検討事項等

第２回
（９月１３日） 我が国及び諸外国の郵便制度の現状等、日本郵便株式会社へのヒアリング等

第３回
（１０月１７日）

前回会合（日本郵便ヒアリング）での主なご意見等、政策的低廉料金サービス、
郵便事業の収支状況の情報開示等

第４回
（１０月２６日） 日本郵便株式会社へのヒアリング等【非公開】

第５回
（１１月１５日）

郵便法に定める認可・届出
日本郵便株式会社への追加質問の回答等【非公開】

第６回
（１１月２２日） 本ＷＧのこれまでの検討状況について【非公開】

第７回
（平成２９年
１月２４日）

第三種・第四種郵便物に係る関係省庁ヒアリング等

第８回
（１月３１日） 第三種・第四種郵便物に係る関係省庁ヒアリング等

第９回
（３月２４日） 地域における郵便局ネットワークの現状等

第１０回
（４月２６日）

政策的低廉料金サービス、郵便法施行規則の改正、地域における郵便局ネットワークの維持、
本ＷＧのこれまでの議論等
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１．制度の意義等（厚生労働省）

（妥当性・必要性）
・ 心身障害者用低料第三種郵便物については、創設当初は、 障害者基本法第23条の障害者等の経済的負担の軽減を踏まえ、第三種郵便物

より低料な利用料としての措置が行われていたものと思われ、障害者が円滑に情報を取得するためには、国及び地方公共団体の情報提供の他、
障害者団体による機関誌や定期刊行物は重要なものとなっており、これに一定の配慮をして頂くことは重要である。

（利用者ニーズ）
・ 利用者のニーズについては、障害当事者や総務省との各種協議の場においても、視覚障害者に対する情報誌の発送が、視覚障害者が生活情

報や制度・政策情報を入手する上で必要不可欠なものとなっており、それらの低料金（ないし無料）による発送支援の利用者ニーズは高いものと
認識。

２．ヒアリングにおける厚生労働省の主な意見

（厚生労働省における予算措置等について）
・ 財務省に予算要求することは可能だと思うが、昨今では、新しい事業を組み込むのが難しい。
・ 検討会の場で、心身障害者向け低料第三種や第四種については全て国でやるべきという結論となれば、厚生労働省でも検討しなければと思う
が、まずは制度の維持をお願いしたい。

（ＩＣＴ化への支援について）
・ スキルの向上を支援する事業はあるが、音声データをダウンロードできる特殊な機械、点字を音声データ化する装置は高額であり、全ての障害
者が買いそろえるのは厳しい。

（料金を見直すこととなった場合の影響ついて）
・ 障害者団体との協議の場で様々な意見を聞いており、第四種郵便物をなくすとそのインパクトは大きい。
・ 障害者にとって本当に有意義な制度だと考えている。

３．委員のこれまでの主な意見

・ 心身障害者用サービスには無視できない需要が引き続きあり、それには答えていくべきだと思う。
・ 障害者は情報弱者が多くなりがちなため、意義のある制度だと思う。
・ ニーズが存在する点は異論がないと思う。

第三種・第四種郵便物に関するこれまでの議論の整理（心身障害者用低料第三種及び点字・特定録音物等） 1



第三種・第四種郵便物に関するこれまでの議論の整理（心身障害者用低料第三種及び点字・特定録音物等）

４．利用状況等に関する現状・見通し 厚生労働省からの回答

第三種・第四種郵便の利
用者数

①利用可能者数（※発送側、受取側） 【発送側】
点字図書館73施設、点字出版施設11施設
【受取側】不明

②実際の利用者数（※発送側、受取側） 不明

第三種・第四種郵便の利
用件数

③全体の利用件数 第三種（154百万通）
第四種（特定録音物528千通、点字2,182千通）
※いずれもH27年度（WG資料より）

④１者当たりの平均利用件数
（※発送側、受取側）

不明

政策目的の実現にかかる
費用

⑤政策目的を達成するために必要となる全体費用及び主な費
用項目

不明

⑥郵送費用及び全体費用に占める当該郵送費用の割合 不明

費用に対する支援措置 ⑦⑤の主な費用項目に対して講じられている支援措置（あれば
記載）

無

第三種・第四種郵便制度を
見直すこととなった場合の
影響

⑧この場合に見込まれる郵便の利用者数の減少率（※発送側、
受取側）

不明

⑨この場合に見込まれる第三種・第四種郵便の利用件数の減
少率（※発送側、受取側）

不明

代替手段 ⑩第三種・第四種郵便以外のメール便等の利用者数（※発送
側のみ）

不明

⑪メール便等の利用件数及びその利用割合（発送件数全体に
占めるメール便等の利用件数の割合）（※発送側のみ）

不明

料金水準の見直し ⑫制度を維持した上で、今後、仮に日本郵便において、経営状
況によって料金水準の見直しが行われることとなった場合、その
影響についてどのように考えるか。

料金水準が引き上げられた場合、障害者団体の運営に影響が生
じ、ひいては障害者に対する情報保障が後退する恐れがある。
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１．制度の意義等（文部科学省）

・ 通信制高校においては、近年、勤労青年の数は減少する一方、不登校経験や中途退学その他多様な課題を抱える生徒への受け皿として、その重要性が高まっている。また、経済的な困難を
抱える生徒を多く受け入れ、経済的格差による影響を最も受けている者に対して後期中等教育を提供するセーフティネットとしての役割を果たしている。

・ 大学通信教育は、教育の機会均等の考えの下、門戸を広く開放し、学修意欲を持ちながらも地理的・時間的制約など様々な理由でその実現に困難を伴う人たちの期待に応えようとする正規
の大学教育課程である。このうち放送大学は、我が国の生涯学習を支える中核的な機関としての役割も果たしている。

・ 学校または一般社団法人若しくは一般財団法人の行う通信教育で、社会教育上奨励すべきものについては、「認定社会通信教育」として認定を与えており（社会教育法第５１条第１項）、公益
性の高い学習機会を時間的及び地理的制約を受けることなく利用できるシステムとして、国民に広く普及している。

・ これらの通信教育は、時間的及び地理的制約を受けることなく各人の自発的意思により利用できる学習システムとして、教育の機会均等の考えの下、学位・職業資格・知識技術を得るなど、真
に学修が必要な人たちのための学びのセーフティーネットの役割を担うとともに、女性や社会人の学び直し、長寿社会における生きがいづくり、国民の多様な教育・学習機会の確保に貢献する
ことで、働き方改革・一億総活躍社会・生涯学習社会の実現を担っており、制度の創設以来、一貫して社会的に重要な役割を担ってきている。

・ 第四種郵便物は、これらの通信教育の普及や通信教育利用者の経済的負担を軽減し、教育の機会を一層拡大する極めて公共性の高いサービスと言える。

２．ヒアリングにおける文部科学省の意見

（第四種の低廉料金が電子化を阻害しているのではという点について/ＩＣＴでの代替可能性について）
・ 添削指導については、紙媒体等の郵送による添削指導が圧倒的に主流。ＩＣＴ化を進めている学校もあるが、それでも生徒からの要望により手書きの部分も残っている。
・ 講義型の授業の視聴にＩＣＴを使うことは増えているが、マークシート形式の課題のみではなく記述式問題を多く取り入れた添削課題をインターネット等を活用して多数の生徒に実施するため

のシステム開発・維持管理には多額の経費を要し、郵送が必要なのが実態。当面、学生の学習には郵送が効果的である。インターネットを利用した添削指導も可能となる「ネット学習コース」を
開設している高校もあり、こうしたことが広まれば、将来的には郵便の利用は減ってくると思うが、紙媒体に取って代わるような状況にはならないと考えられる。

・ 大学通信教育のＩＣＴ化の推進については、制度面の改善や、昨今の情報技術の発達もあり、多くの大学でインターネットを活用した授業などメディア授業の実施は進みつつある。一方、多様
な受講者に配慮する観点、教育効果を高める観点や、著作権上の制約もあり、インターネット授業に置き換えることは困難。

・ インターネット配信が利用できない学生・受講者（放送大学学生の２１％。認定社会通信教育では矯正施設等からの受講もあり、また受講者の約半数が６０歳以上。）が一定数存在することなど
から、直ちにＩＣＴによる配信で全面的に代替することは困難。

（郵送料の負担について）
・ 通信制高校に通っている生徒は相対的に困窮している家庭が多く、２～３万円の負担増加はとても重い。
・ 認定社会通信教育については、通信運搬費の割合が高い団体もあり、負担は決して小さいものではない。

（第四種郵便の必要性の程度、一民間事業者に負担を負わせることについて）
・ 第四種郵便の廃止等により、生徒の経済的負担の増加や、セーフティネットとして重要な役割を果たしている通信制高校の運営経費の増加を招くことは適切ではない。
・ 大学通信教育を実施しているのは学生の授業料に依拠する私立大学でありながらも、通学課程よりも低廉な学費で実施する社会的要請に応えていただいている。
・ 第四種郵便の廃止に伴う経済的負担は、終局的には学生の経済的負担を強いることとなり、教育・学習機会の制限につながる。
・ 社会通信教育について、社会教育法の制定当初から「社会のあらゆる階層やあらゆる地域の人々に勉学の機会を与える」という意義、その実現のための第四種郵便物の重要性も変わってい

ない。

３．委員のこれまでの主な意見

・ 通信教育におけるそれぞれの制度の意義も、第四種郵便物の必要性についても理解できる。
・ 大学の通信教育課程について、授業料は値上げされていると思うが、その中で第四種郵便物は値上げしてきておらず、今後の話として郵便料金を値上げするという選択肢もあるのではないか。
・ 大きなＩＣＴ化の流れの中で、すぐに郵便料金を上げることはできないにしても、数年かけて上げていく方法もあると思う。
・ 通信教育の制度の理念を実現するための第四種郵便物の必要性の程度について教示いただきたい。高い公共性があるのであれば、一民間事業者に負担を負わせていいのか疑問である。

第三種・第四種郵便物に関するこれまでの議論の整理（通信教育（文部科学省）） 3



４．利用状況等に関する現状・見通し 文部科学省からの回答（高等学校通信教育）

第三種・第四種郵
便の利用者数

①利用可能者数（※発送側、受取側） ○ 平成28年度は、244校の通信制高校に約18万人の生徒が在籍しており、これらの高校、生徒が利用可能である。
※ 高校通信教育では、高校から生徒への添削課題等の郵送、生徒から学校への回答の郵送、高校からの生徒へ

の返送など、高校・生徒ともに発送側・受取側の側面がある。

②実際の利用者数（※発送側、受取側） ○ 紙媒体等の郵送による添削指導が圧倒的に主流であるため、244校、18万人の生徒の大多数が利用している。
【平成29年１月31日 文部科学省説明資料3頁参照】

第三種・第四種郵
便の利用件数

③全体の利用件数 ○ 全数調査は学校現場に膨大な作業量が発生するため困難であるが、１校、生徒１人当たりの標準的な試算は④
の通り。なお、各教科・科目の添削指導回数の標準は学習指導要領に規定されているため、高校により大きく異な
ることはない。【平成29年１月31日 文部科学省説明資料6頁参照】

④１者当たりの平均利用件数 （※発送側、受

取側）

○ A高校（私立・広域）では、３年間で高校側から233回、生徒側が197回であり、C高校（公立・狭域）では、４年間で
高校側から265回、生徒側から193回である。【平成29年１月31日 文部科学省説明資料６頁参照】

政策目的の実現
にかかる費用

⑤政策目的を達成するために必要となる
全体費用及び主な費用項目

○ 高校通信教育の目的を達成するために必要となる「全体費用及び主な費用項目」の意味するところが不明である
が、卒業に必要な74単位取得のために生徒が高校に支払う主な費用は以下の通り。
・A高校 706,000円（授業料592,000円、入学金35,000円、施設整備充実費30,000円、教科書・学習書代49,000円）
・C高校 90,800円（授業料25,900円、諸会費4,900円、教科書・学習書代60,000円）

⑥郵送費用及び全体費用に占める当該
郵送費用の割合

○ 高校・生徒の郵送費用の合計及び、⑤で示した生徒が高校に支払う主な費用に対する割合は以下の通り。
・A高校 6,450円、0.9% (第四種郵便の場合) 35,260円、5%（全て普通郵便の場合）
・C高校 4,940円、5.4%（第四種郵便の場合） 41,732円、46%（全て普通郵便の場合）

費用に対する支
援措置

⑦⑤の主な費用項目に対して講じられて
いる支援措置（あれば記載）

○ 国においては、国公私立問わず、高校等の授業料に充てるため、高等学校等就学支援金を支給。

第三種・第四種郵
便制度を見直すこ
ととなった場合の
影響

⑧この場合に見込まれる郵便の利用者
数の減少率（※発送側、受取側）

○ 見直しの具体的な内容が明らかではないため、減少率の算定はできないが、紙媒体等の郵送による添削指導が
圧倒的に主流であること、直ちに代替手段を確保することは困難であることから、郵便の利用者は減少しないものと
考えられ、高校の運営経費、生徒の経済的負担が増すこととなる。

⑨この場合に見込まれる第三種・第四種
郵便の利用件数の減少率（※発送側、受取側）

○ ⑧の通り。
※ ⑧⑨ともに、より具体的な回答が必要であれば、想定される見直しの内容についてご教示いただきたい。

代替手段 ⑩第三種・第四種郵便以外のメール便等
の利用者数（※発送側のみ）

○ 添削指導に係る高校・生徒間の郵送は信書の送達に該当するため、一般的に、高校通信教育においてメー
ル便は利用されていない。【高校通信教育関係団体、通信制高校より聴き取り】

⑪メール便等の利用件数及びその利用
割合（発送件数全体に占めるメール便等
の利用件数の割合）（※発送側のみ）

○ ⑩の通り、一般的に、高校通信教育においてメール便は利用されていない。【高校通信教育関係団体、通信
制高校より聴き取り】

料金水準の見直
し

⑫制度を維持した上で、今後、仮に日本
郵便において、経営状況によって料金水
準の見直しが行われることとなった場合、
その影響についてどのように考えるか。

○ 想定される料金水準の見直しの内容が不明であるが、通信制高校においては経済的な困難を抱える生徒の割
合が高いことを踏まえれば、仮に第四種郵便が値上げされ、郵送費の増額分が生徒に転嫁されることにより、生徒
が高校教育を受ける機会の著しい制限につながることとなる。また、通信制高校においては、生徒へのきめ細かな
支援を行うことが求められている中、仮に学校が郵送費の増額分を引き受ける場合、多額の運営経費の増加となり、
教育環境の整備等にも悪影響を及ぼすものと考える。【平成29年１月31日 文部科学省説明資料５-７頁参照】

第三種・第四種郵便物に関するこれまでの議論の整理（通信教育（文部科学省）） 4



４．利用状況等に関する現状・見通し 文部科学省からの回答（大学通信教育）

第三種・第四種郵
便の利用者数

①利用可能者数（※発送側、受取側） ○ 平成28年度は、82校の大学、大学院、短大に約24万人の学生が在籍しており、これらの大学等、学生が利用可能である。
（大学：44校、在籍学生数211,175人、大学院：27校、在籍学生数8,466人、短大：11校、在籍学生数23,020人（平成28年度））

②実際の利用者数（※発送側、受取側） ○ 全数調査は大学の現場に膨大な作業量が発生するため困難である。

第三種・第四種郵
便の利用件数

③全体の利用件数 ○ 全数調査は大学の現場に膨大な作業量が発生するため困難である。

④１者当たりの平均利用件数（※発送側、受取

側）

○ 全数調査は大学の現場に膨大な作業量が発生するため困難である。なお、１校あたりの件数の例は以下の通り。
（Ａ大学(学生数：6,136人)：大学から学生に対し約67,000件発送、学生から大学に対し約11,000件）

政策目的の実現
にかかる費用

⑤政策目的を達成するために必要となる
全体費用及び主な費用項目

○ 大学通信教育の目的を達成するために必要となる「全体費用及び主な費用項目」の意味するところが不明であるが、卒業に
必要124単位取得のために学生が大学に支払う主な費用には以下の例がある。
法政大学：600,000円(参考・通学課程：4,304,000円)
日本大学：706,000円(参考・通学課程：4,030,000円)

⑥郵送費用及び全体費用に占める当該
郵送費用の割合

○ 大学通信教育の目的を達成するために必要となる「全体費用及び主な費用項目」の意味するところが不明であり、そこに占
める当該郵送費等の割合を算出することは困難である。

費用に対する支
援措置

⑦⑤の主な費用項目に対して講じられて
いる支援措置（あれば記載）

○ 日本学生支援機構による通信教育課程の学生を対象とした奨学金（但し、スクーリング受講のある者に限るものである)

第三種・第四種郵
便制度を見直すこ
ととなった場合の
影響

⑧この場合に見込まれる郵便の利用者
数の減少率（※発送側、受取側）

○ 見直しの具体的な内容が明らかではないため、減少率の算定はできないが、多様な受講者に配慮する観点、教育効果を
高める観点や、著作権上の制約もあり、インターネット授業に置き換えることは困難である。見直しにあたっては、大
学通信教育の果たす社会的役割を鑑み、充分な議論の上、関係者の理解を得る必要がある。

⑨この場合に見込まれる第三種・第四種
郵便の利用件数の減少率（※発送側、受取側）

○ 見直しの具体的な内容が明らかではないため、減少率の算定はできないが、多様な受講者に配慮する観点、教育効果を
高める観点や、著作権上の制約もあり、インターネット授業に置き換えることは困難である。見直しにあたっては、大
学通信教育の果たす社会的役割を鑑み、充分な議論の上、関係者の理解を得る必要がある。

代替手段 ⑩第三種・第四種郵便以外のメール便等
の利用者数（※発送側のみ）

○ 全数調査は大学の現場に膨大な作業量が発生するため困難である。

⑪メール便等の利用件数及びその利用
割合（発送件数全体に占めるメール便等
の利用件数の割合）（※発送側のみ）

○ 全数調査は大学の現場に膨大な作業量が発生するため困難である。

料金水準の見直
し

⑫制度を維持した上で、今後、仮に日本
郵便において、経営状況によって料金水
準の見直しが行われることとなった場合、
その影響についてどのように考えるか。

○ 想定される料金水準の見直しの内容が不明であるが、通学課程よりも低廉な学費で女性や社会人の学位・職業資格・知識技
修得の学び直しの中核を担っていること踏まえると、仮に第四種郵便の値上げや廃止に伴う経済負担は最終的には学生の経
済的負担を強いることとなり、教育・学習機会の制限につながる。【平成29年１月31日 文部科学省説明資料９、12頁参照】
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４．利用状況等に関する現状・見通し 文部科学省からの回答（放送大学）

第三種・第四種郵
便の利用者数

①利用可能者数（※発送側、受取側） ○ 平成28年度第一学期は、89,218人の学生が在学しており、これらの学生が利用可能である。
※ 放送大学では、大学から学生への教材や通信指導問題等の郵送、学生から大学へのレポートや通信指導問題

の回答の郵送、大学から学生への添削結果の返送など、大学・学生ともに発送側・受取側の側面がある。

②実際の利用者数（※発送側、受取側） ○ 教材の発送、紙媒体等による通信指導問題の回答やレポートの提出などで郵便を利用するため、大学側はもち
ろんのこと、大半の生徒が利用している。【平成29年１月31日 文部科学省説明資料17頁参照】

第三種・第四種郵
便の利用件数

③全体の利用件数 ○ 放送大学から学生へ送付する件数：約100万件、学生から放送大学へ送付する件数：約20万件（いずれも平成
27年度実績）【平成29年１月31日 文部科学省説明資料17頁参照】

④１者当たりの平均利用件数 （※発送側、受

取側）

○ ４年で学部を卒業した場合、学生一人当たり、放送大学から学生へ送付する回数：約60回、学生から放送大学
へ送付する回数：約30回～170回以上である。【平成29年１月31日 文部科学省説明資料17頁参照】

政策目的の実現
にかかる費用

⑤政策目的を達成するために必要となる
全体費用及び主な費用項目

○ 放送大学設立の趣旨・目的を達成するために必要となる「全体費用及び主な費用項目」の意味するところが不
明であるが、学部全科履修生の卒業までに学生が大学に支払う主な費用は以下の通り。
・授業料１単位当たり5,500円、入学料24,000円 →合計約74万円

⑥郵送費用及び全体費用に占める当該
郵送費用の割合

○ 学生の郵送費用及び、⑤で示した学生が大学に支払う主な費用に対する郵送費の割合は以下の通り。
・1,155円、0.2% (第四種郵便物の場合) 9,240円、1.2%（第一種郵便物の場合）

費用に対する支
援措置

⑦⑤の主な費用項目に対して講じられて
いる支援措置（あれば記載）

○ 日本学生支援機構による通信教育課程の学生を対象とした奨学金

第三種・第四種郵
便制度を見直すこ
ととなった場合の
影響

⑧この場合に見込まれる郵便の利用者
数の減少率（※発送側、受取側）

○ 見直しの具体的な内容が明らかではないため、減少率の算定はできない。また、郵送による通信指導問題や・レ
ポートの提出が中心であり、インターネット配信が利用できない学生が20％以上存在することから、直ちに代替手
段を確保することは困難。郵便の利用者は減少しないものと考えられ、放送大学の運営経費、学生の経済的負担
が増すこととなる。【平成29年１月31日 文部科学省説明資料17頁参照】

⑨この場合に見込まれる第三種・第四種
郵便の利用件数の減少率（※発送側、受取側）

○ ⑧の通り。
※ ⑧⑨ともに、より具体的な回答が必要であれば、想定される見直しの内容についてご教示いただきたい。

代替手段 ⑩第三種・第四種郵便以外のメール便等
の利用者数（※発送側のみ）

○ 大学・学生ともに基本的には第四種郵便を利用している。ただし、大学からの発送においては、第四種郵便の
規定重量を超過する場合や至急発送しなければならない場合などは他の手段が利用されている。（なお、添削指
導に係る大学・学生間の郵送は信書の送達に該当するため、メール便が利用できない）

⑪メール便等の利用件数及びその利用
割合（発送件数全体に占めるメール便等
の利用件数の割合）（※発送側のみ）

○ ⑩の通り、基本的には第四種郵便を利用している。

料金水準の見直
し

⑫制度を維持した上で、今後、仮に日本
郵便において、経営状況によって料金水
準の見直しが行われることとなった場合、
その影響についてどのように考えるか。

○ 放送大学は教育の機会均等の考えのもと、学位・職業資格・知識技術を得るなど、真に学修が必要な人たちの
ため学びのセーフティーネットの役割を担うとともに、社会人の学び直しや多様な教育・学習機会の確保に貢献し、
生涯学習社会の実現等を担っている。

想定される料金水準の見直しの内容が不明であるが、仮に第四種郵便が値上げされれば、その経済的負担は、
終局的には学生の経済的負担を強いることになり、教育・学習機会の制限につながる。

【平成29年１月31日 文部科学省説明資料23頁参照】
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４．利用状況等に関する現状・見通し 文部科学省からの回答（認定社会通信教育）

第三種・第
四種郵便の
利用者数

①利用可能者数（※発送側、受取側） ○ 平成29年１月現在、25団体による計109課程が実施されている。また、受講者数は平成27年で延べ約6.4万人が受講している。これらの団体・受
講者が利用可能である。※認定社会通信教育では、通信教育事業者から受講者への添削課題等の郵送、受講者から通信教育事業者への回答
の郵送、通信教育事業者から受講者への返送など、通信教育事業者・受講者ともに発送側・受取側の側面がある。 【平成29年１月31日 文部科学
省説明資料19頁参照】

②実際の利用者数（※発送側、受取

側）

○ 教材の発送、郵送による添削指導、質疑応答などで利用するため、すべての認定社会通信教育事業者と大多数の受講者が利用している。【平
成29年１月31日 文部科学省説明資料21頁参照】

第三種・第
四種郵便の
利用件数

③全体の利用件数 ○ 各課程の内容や修業期間は様々であり、全数調査は困難であるが、受講者一人当たりの標準的な試算は平成29年１月31日 文部科学省説明資
料21頁の通り。

④１者当たりの平均利用件数（※発

送側、受取側）

○ 受講者一人当たりの標準的な試算は文科省資料21頁のとおり。具体的な事例としては、課程Ａでは１年間で通信教育事業者から受講者へ20回、
受講者から通信教育事業者へは15回であり、課程Ｂでは８か月間で通信教育事業者から受講者へ９回、受講者から通信教育事業者へは８回であ
る。 【平成29年１月31日 文部科学省説明資料22頁参照】

政策目的の
実現にかか
る費用

⑤政策目的を達成するために必
要となる全体費用及び主な費用項
目

○ 認定社会通信教育の趣旨・目的を達成するために必要となる「全体費用及び主な費用項目」の意味するところが不明であるが、受講者が通信教
育事業者に支払う受講料は以下の通り。
・課程Ａ：43,200円 ・課程Ｂ：34,560円。 【平成29年１月31日 文部科学省説明資料22頁参照】

⑥郵送費用及び全体費用に占め
る当該郵送費用の割合

○ 通信教育事業者・受講者の郵送費用の合計及び、⑤で示した受講者が通信教育事業者に支払う受講料に対する郵便費用の割合は以下の通り。
・課程Ａ 3,475円、8.0% (第四種郵便物の場合) 19,548円、45.3%（第一種郵便物の場合）
・課程Ｂ 475円、1.4% (第四種郵便物の場合) 3,100円、9.0%（第一種郵便物の場合）

費用に対す
る支援措置

⑦⑤の主な費用項目に対して講じ
られている支援措置（あれば記載）

○ 特になし

第三種・第
四種郵便制
度を見直す
こととなった
場合の影響

⑧この場合に見込まれる郵便の利
用者数の減少率（※発送側、受取側）

○ 見直しの具体的な内容が明らかではないため、減少率の算定はできない。また、60歳以上の受講者が半数近いこと、作品制作を課題として課す
場合もあること、ＩＣＴの利用ができない矯正施設等からの課題提出ができなくなる恐れがあることから、ＩＣＴによる配信等に切り替えるなど直ちに代
替手段を確保することは困難。郵便の利用者は減少しないものと考えられ、通信教育事業者の運営経費、受講者の経済的負担が増すこととなる。
【平成29年１月31日 文部科学省説明資料21頁参照】

⑨この場合に見込まれる第三種・
第四種郵便の利用件数の減少率
（※発送側、受取側）

○ ⑧の通り。
※ ⑧⑨ともに、より具体的な回答が必要であれば、想定される見直しの内容についてご教示いただきたい。

代替手段 ⑩第三種・第四種郵便以外のメー
ル便等の利用者数（※発送側のみ）

○ 具体的な利用者数は把握していない（教材の分量が多く、郵便等で取り扱えない場合等、宅配便で送付する場合があると聞いている。なお、添
削指導に係る通信教育事業者・受講者間の郵送は信書の送達に該当するため、メール便が利用できない）

⑪メール便等の利用件数及びそ
の利用割合（発送件数全体に占
めるメール便等の利用件数の割
合）（※発送側のみ）

○ ⑩の通り、具体的な件数は把握していない。

料金水準の
見直し

⑫制度を維持した上で、今後、仮
に日本郵便において、経営状況
によって料金水準の見直しが行わ
れることとなった場合、その影響に
ついてどのように考えるか。

○ 認定社会通信教育は教育の機会均等の考えのもと、学位・職業資格・知識技術を得るなど、真に学修が必要な人たちのため学びのセーフ
ティーネットの役割を担うとともに、社会人の学び直し、生涯学習社会の実現等を担っている。想定される料金水準の見直しの内容が不明であるが、
仮に第四種郵便が値上げされれば、その経済的負担は、郵送費の増額分が受講者に転嫁されることにより、終局的には受講者の経済的負担を強
いることになり、教育・学習機会の制限につながる。また、通信教育事業者においては、仮に通信教育事業者が郵送費の増額分を引き受ける場合、
多額の運営経費の増加となり、通信教育事業等にも悪影響を及ぼすものと考える。【平成29年１月31日 文部科学省説明資料23頁参照】

第三種・第四種郵便物に関するこれまでの議論の整理（通信教育（文部科学省）） 8



１．制度の意義等（厚生労働省）

・ 准看護師として就業しながら看護師を目指し学習することが可能である本課程は、看護師の確保という観点においても重要。【看護師】
・ 昭和29年の制度開始時より、資格取得者への支援策ととらえており、通信課程の必要性は変わっていない。【理容師・美容師】
・ 様々な生活環境の中で国家資格を得て、新たな職業を得ようとする国民に対し、少ない負担で全国平等に教育を行うために必要。【社会保険労務
士】

・ 職業能力の向上に資する教育訓練を受講する機会を確保する上で、第四種郵便物制度重要な役割を果たしており、今日においてもその政策目的は
妥当であると考える。【教育訓練給付】

・ 一億総活躍社会の実現を図っていく中で、働きながらキャリアアップを目指す福祉・介護人材の教育機会の確保等において重要な役割を担っている。
【社会福祉士、介護福祉士、社会福祉主事】

２．ヒアリングにおける厚生労働省の意見

（厚生労働省における予算措置等について）
・ 郵便物の発送に関する外部補助に対し、既存予算の確保も厳しい状況の中で、郵便制度を所管していない厚生労働省において予算措置をすること
は困難。

（教育訓練給付に郵送料金を含めることについて）
・ 学校側が郵便料金も含めて受講料を設定しているとすれば理念的には郵送料金も給付の対象に含まれ得る。しかし、通信教育の公益性は今も昔も
変わっていないこと、経費の負担が社会人の学び直しの大きな阻害要因の１つであり、そのための支援が重要であることから、制度の維持をお願いした
い。

（制度がなければ必要な者が受講できなくなるのかという点について）
・ 介護人材の確保は喫緊の問題となっている。少しでも志のある人を集めるために、介護人材の確保に資する制度は維持をお願いしたい。【社会福祉
士、介護福祉士、社会福祉主事】

（ＩＣＴ化について）
・ 入学する年齢層は毎年変わるため、インターネットを用いた教育を義務づけられず、e-ラーニングの普及により郵便が減るかどうかは正直わからない。
【精神保健福祉士】

３．委員のこれまでの主な意見

・ 通信教育利用者がどの程度いて、郵便料金をどの程度負担しているかが全く分からず、検討しようがない。
・ 資格取得の経費に占める郵便料金の割合を知りたかった。
・ インターネットに移行させるためにも第四種郵便物の適用範囲をどう考えるのか検討する必要がある。受講者が負担できるのであれば郵便料金を負担
していただくという考え方もある。

・ （コストに見合った価格設定について）どの程度であれば制度を維持できるのか。第四種郵便物が相当な重要度を占めているものがあればご説明い
ただきたい。
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４．利用状況等に関する現状・見通し
厚生労働省からの回答

看護師

第三種・第四種郵便の利用者数

①利用可能者数（※発送側、受取側）
【発送側】16校
【受取側】7,560人（総定員数）

②実際の利用者数（※発送側、受取側）
【発送側】15校
【受取側】約5,600人（回答14校の合計）

第三種・第四種郵便の利用件数

③全体の利用件数 約245,000件／年(回答14校の合計)

④１者当たりの平均利用件数
（※発送側、受取側）

【発送側】約11,000件／年／校（回答14校の平均）
【受取側】約17件／年／人（回答14校の平均）

政策目的の実現にかかる費用

⑤政策目的を達成するために必要となる全体費用及
び主な費用項目

【全体費用】約13,500万円／年／校（回答12校の平均）
【主な費用項目】人件費、消耗品費、教材費、通信費、実習費

⑥郵送費用及び全体費用に占める当該郵送費用の
割合

【郵送費用に占める割合】約54％（回答10校の平均）
【全体費用に占める割合】約1％（回答8校の平均）

費用に対する支援措置
⑦⑤の主な費用項目に対して講じられている支援措
置（あれば記載）

・看護師等養成所運営費補助金
・第四種郵便物

第三種・第四種郵便制度を見直す
こととなった場合の影響

⑧この場合に見込まれる郵便の利用者数の減少率（※

発送側、受取側）

※第四種郵便物の料金が値上がりする場合
【発送側】0％（郵便を利用しなくなると回答した学校が0校）
【受取側】0％（9校）、不明（6校）

⑨この場合に見込まれる第三種・第四種郵便の利用
件数の減少率（※発送側、受取側）

※第四種郵便物の料金が値上がりする場合
【発送側】0％（7校）、20％（1校）、不明（7校）
【受取側】0％（7校）、20％（1校）、不明（7校）

代替手段

⑩第三種・第四種郵便以外のメール便等の利用者数
（※発送側のみ）

12校（利用なし1校、不明2校）

⑪メール便等の利用件数及びその利用割合（発送件
数全体に占めるメール便等の利用件数の割合）（※発送

側のみ）

【利用件数】約4,800件／年／校（回答13校の平均）
【利用割合】約30％（回答12校の平均）

料金水準の見直し
⑫制度を維持した上で、今後、仮に日本郵便におい
て、経営状況によって料金水準の見直しが行われるこ
ととなった場合、その影響についてどのように考えるか。

○学生への負担：学費の値上げ、ICTを活用できない学生への影響
○経営状況悪化の可能性：入学生の減少、授業料の値上げ
○通信制学習を行うこと自体への影響、学習の機会を奪う可能性

第三種・第四種郵便物に関するこれまでの議論の整理（通信教育（厚生労働省）） 10



４．利用状況等に関する現状・見通し

厚生労働省からの回答

社会保険労務士

教育訓練給付社会保険労務士試験試
験科目免除指定講習

労働社会保険諸法令
関係事務指定講習

第三種・第
四種郵便の
利用者数

①利用可能者数（※発送側、受取側）
・全国社会保険労務士会連合会
・対象者全員

※２者がともに郵便の発送及び受取を行う。

【発送側】2,649（平成29年４月１日時点の通信講座数）
【受取側】44,553（平成28年３月末時点の通信講座に係る

受給者数）

②実際の利用者数（※発送側、受取側）

・全国社会保険労務士会連
合会
・受講者 100～150名（200
科目～300科目）程度/年間

・全国社会保険労務士会
連合会
・受講者 700～2,200名
程度/年間

不明

第三種・第
四種郵便の
利用件数

③全体の利用件数 1講習につき4回程度 1講習につき8回程度 制度全体における利用件数は不明

④１者当たりの平均利用件数
（※発送側、受取側）

2回程度 4回程度
（※制度全体の平均ではなく、第四種郵便を利用している講

座の一例） 【発送側】95,300件、【受取側】2、3件

政策目的の
実現にかか
る費用

⑤政策目的を達成するために必要となる
全体費用及び主な費用項目

受講料1人当たり45,000円
（教材作製費、添削料、面接
指導実施費 等）

受講料1人当たり75,600円
（教材作製費、添削料、面
接指導実施費 等）

教育訓練の受講に必要な経費（入学料、受講料（教科書代、
教材費を含む。）等）

⑥郵送費用及び全体費用に占める当該
郵送費用の割合

（第四種郵便を使用した場合）
60円程度 / 0.13％程度

（第四種郵便を使用した場
合） 120円程度 / 0.16％程
度

④の講座例における郵送経費（第四種郵便を使用）：
2,092,500円

費用に対する

支援措置
⑦⑤の主な費用項目に対して講じられて
いる支援措置（あれば記載）

－ 受講者個人に対する教育訓練給付制度

第三種・第
四種郵便
制度を見直
すこととなっ
た場合の影
響

⑧この場合に見込まれる郵便の利用者
数の減少率（※発送側、受取側）

不明
制度がどのように見直されるか及びその見直しに伴い郵送費用がど
の程度上昇するかを踏まえ、各教育訓練機関が判断するものと考え
られ、現時点では試算不能。ただし、郵便は教育訓練のための添削
課題の提出・返却等に用いられており、訓練の質の維持のためには
受講者１人あたりの、郵便の数を減少させることは難しいと考えられる
が、費用負担の増加により、受講者数そのものが減少すれば、郵便
の利用者数が減少する可能性がある。

⑨この場合に見込まれる第三種・第四種
郵便の利用件数の減少率（※発送側、受
取側）

100％

代替手段

⑩第三種・第四種郵便以外のメール便等
の利用者数（※発送側のみ）

該当無し

制度全体における利用件数は不明⑪メール便等の利用件数及びその利用
割合（発送件数全体に占めるメール便等
の利用件数の割合）（※発送側のみ）

該当無し

料金水準の
見直し

⑫制度を維持した上で、今後、仮に日本
郵便において、経営状況によって料金水
準の見直しが行われることとなった場合、
その影響についてどのように考えるか。

料金水準の見直しにより上記講習の受講者数等にどのような影響
を及ぼすかは不明であるが、第四種郵便を活用した通信教育は、
様々な生活環境の中で国家資格を得る観点から、受益者負担を
軽減することは重要であると考える。本制度を利用する当事者か
らの意見も十分にお聞きいただくようご配慮をお願いしたい。

仮に、④の講座例において、郵便物を別の代替手段で発送した場
合、発送側・受取側あわせて8,728,700円の郵送費用増となる。教育
訓練機関の講座運営負担が大きくなることから、当該増加郵送費が
受講者負担に転嫁される可能性があり、労働者の教育訓練の受講
の躊躇につながりうる。
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４．利用状況等に関する現状・見通し

厚生労働省からの回答

保育士
社会福祉士、介護福
祉士、社会福祉主事

精神保健福祉士

第三種・第四種
郵便の利用者
数

①利用可能者数（※発送側、受取側） 【発送側】養成施設（通
信制）18校
【受取側】5,290人

不明
【発送側】通信制 24校38課程
【受取側】通信制 定員4,315人

②実際の利用者数（※発送側、受取側）

調査中 不明
【発送側】通信制 24校38課程
【受取側】2,750名

第三種・第四種
郵便の利用件
数

③全体の利用件数 調査中 不明 58,840件

④１者当たりの平均利用件数
（※発送側、受取側） 調査中 不明

【発送側】1,548件
【受取側】21件

政策目的の実
現にかかる費用

⑤政策目的を達成するために必要となる全体費用及
び主な費用項目 調査中 不明

【全体費用】964,965,000円
【主な費用項目】授業料、教材費など

⑥郵送費用及び全体費用に占める当該郵送費用の割
合 調査中 不明

【郵便費用に占める割合】27％
【全体費用に占める割合】0.1％

費用に対する支
援措置

⑦⑤の主な費用項目に対して講じられている支援措置
（あれば記載） 調査中 不明 該当無し

第三種・第四種
郵便制度を見
直すこととなった
場合の影響

⑧この場合に見込まれる郵便の利用者数の減少率（※

発送側、受取側） 調査中 不明
【発送側】16％
【受取側】24％

⑨この場合に見込まれる第三種・第四種郵便の利用件
数の減少率（※発送側、受取側） 調査中 不明 100%

代替手段 ⑩第三種・第四種郵便以外のメール便等の利用者数
（※発送側のみ） 調査中 不明 17校29課程

⑪メール便等の利用件数及びその利用割合（発送件
数全体に占めるメール便等の利用件数の割合）（※発送

側のみ）

調査中 不明
【利用件数】12,579件
【利用割合】18％

料金水準の見
直し

⑫制度を維持した上で、今後、仮に日本郵便において、
経営状況によって料金水準の見直しが行われることと
なった場合、その影響についてどのように考えるか。

調査中 不明
受講料の値上げをせざるをえず、学生の負担
が重くなり、将来の日本を背負う福祉人材の育
成に影響が出てくる可能性がある。
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４．利用状況等に関する現状・見通し
厚生労働省からの回答

製菓衛生師 理容師・美容師

第三種・第四種
郵便の利用者数

①利用可能者数（※発送側、受取側）
【発送側】34校（平成28年度）
【受取側】1,648人（平成28年度）

【発送側】１施設：公益社団法人日本理容美容教育セン
ター（※各養成施設の受託により実施）
【受取側】54,670人（定員ベース：平成28年４月１日時
点）

②実際の利用者数（※発送側、受取側）
【発送側】11校（平成28年度）
【受取側】442人（平成28年度）

【発送側】１施設：公益社団法人日本理容美容教育セン
ター
【受取側】21,100人（平成27年度）

第三種・第四種
郵便の利用件数

③全体の利用件数 2,720件（平成28年度） 722,179件（平成27年度）

④１者当たりの平均利用件数
（※発送側、受取側）

【発送側】180.45件（平成28年度）
【受取側】0.44件 （平成28年度）

【発送側】約20件（平成27年度)
【受取側】約14件（平成27年度）

政策目的の実現
にかかる費用

⑤政策目的を達成するために必要となる
全体費用及び主な費用項目

【全体費用】23,839,413円
（費用を算出できた養成施設の平均）
【主な費用項目】
教材費、郵送費、講師の人件費、施設維持管理費

【全体費用】
全体費用は郵送費だけではなく、養成施設への入学金
や授業料・実習費なども含んでおり、当該費用は各養
成施設によって異なるため算出は困難
【主な費用項目】
郵送費、入学金、授業料、実習費 等

⑥郵送費用及び全体費用に占める当該
郵送費用の割合

【郵送費用に占める割合】約22％
【全体費用に占める割合】約0.5％

【郵送費用に占める割合】【全体費用に占める割合】
全体費用の算出が困難なため、全体費用に占める当該
郵送費用の割合を算出することは困難

費用に対する支
援措置

⑦⑤の主な費用項目に対して講じられて
いる支援措置（あれば記載）

該当無し 該当無し

第三種・第四種
郵便制度を見直
すこととなった場
合の影響

⑧この場合に見込まれる郵便の利用者
数の減少率（※発送側、受取側） 減少率を算出することは困難だが、制度の廃止や費用

負担増を懸念する声が挙げられた。

制度がどのように見直されるか及びその見直しに伴い
郵送費用がどの程度上昇するかを踏まえ、教育セン
ターや受講者が判断するものと考えられ、現時点では
試算が困難

⑨この場合に見込まれる第三種・第四種
郵便の利用件数の減少率（※発送側、受取側）

代替手段

⑩第三種・第四種郵便以外のメール便等
の利用者数（※発送側のみ）

4項において、244人に対して利用（平成28年度） 該当無し

⑪メール便等の利用件数及びその利用
割合（発送件数全体に占めるメール便等
の利用件数の割合）（※発送側のみ）

【利用件数】1,561件（平成28年度）
【利用割合】 約44％（平成28年度） 該当無し

料金水準の見直
し

⑫制度を維持した上で、今後、仮に日本
郵便において、経営状況によって料金水
準の見直しが行われることとなった場合、
その影響についてどのように考えるか。

費用負担増により、養成施設・生徒双方の費用負担が
増加するため入学者が減少するなどの影響が予想され
る。また、代替手段であるオンラインシステム等を導入し
ている養成施設も少なく、養成施設側に新たな負担を
強いる可能性も考えられる。

料金水準の見直しにより利用者の負担が大きくなる場
合は、受講希望者の減少につながることが考えられる



４．利用状況等に関する現状・見通し

厚生労働省からの回答

介護員、介護支援専門員
※5/16現在の調査結果であり、集計継続中

第三種・第四種郵
便の利用者数

①利用可能者数（※発送側、受取側） 【発送側】268機関
【受取側】29,585人

②実際の利用者数（※発送側、受取側） 【発送側】36機関
【受取側】3,973人

第三種・第四種郵
便の利用件数

③全体の利用件数 15,246件

④１者当たりの平均利用件数
（※発送側、受取側）

【発送側】424件
【受取側】3.8件

政策目的の実現
にかかる費用

⑤政策目的を達成するために必要となる全体費用
及び主な費用項目

【全体費用】5,425千円（回答のあった268機関の平均)
【主な費用項目】研修の実施に必要な経費

⑥郵送費用及び全体費用に占める当該郵送費用の
割合

【郵送費用に占める割合】5.3％
【全体費用に占める割合】0.1％

費用に対する支援
措置

⑦⑤の主な費用項目に対して講じられている支援措
置（あれば記載） 医療介護総合確保基金において受講料や研修実施経費を支援

第三種・第四種郵
便制度を見直すこ
ととなった場合の
影響

⑧この場合に見込まれる郵便の利用者数の減少率
（※発送側、受取側）

制度がどのように見直されるか及びその見直しに伴い郵送費用がどの程度上昇するかを踏まえ、
各研修実施機関が判断するものと考えられ、現時点では試算が困難。

⑨この場合に見込まれる第三種・第四種郵便の利用
件数の減少率（※発送側、受取側） 不明

代替手段 ⑩第三種・第四種郵便以外のメール便等の利用者
数（※発送側のみ）

7,916人

⑪メール便等の利用件数及びその利用割合（発送
件数全体に占めるメール便等の利用件数の割合）
（※発送側のみ）

【利用件数】17,132件
【利用割合】52.9％

料金水準の見直し ⑫制度を維持した上で、今後、仮に日本郵便におい
て、経営状況によって料金水準の見直しが行われる
こととなった場合、その影響についてどのように考え
るか。

研修実施機関または受講者の負担が増える場合は、受講者の減少につながることが考えられ
る。
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第三種・第四種郵便物に関する利用状況等に関する現状・見通し（通信教育（国土交通省））

利用状況等に関する現状・見通し
国土交通省からの回答

宅地建物取引士（※数字はいずれも平成２７年度実績） 海技士

第三種・第
四種郵便の
利用者数

①利用可能者数（※発送側、受取側） 発送側：22機関（※登録講習機関及び登録実務
講習機関の延べ数）
受取側：49,408人（※全機関における受講申請者
数の合計）

554人
（発送側274人、受取側274人）

②実際の利用者数（※発送側、受取側） 発送側：１機関 受取側：０人 394人（発送側274人、受取側120人）

第三種・第
四種郵便の
利用件数

③全体の利用件数 1,296件（※第四種郵便を利用した機関における
受講申請者数）

6,113件

④１者当たりの平均利用件数（※発送側、受取側） 発送側：58.9件 受取側：０件 15.5件

政策目的の
実現にかか
る費用

⑤政策目的を達成するために必要となる全体費用及
び主な費用項目

Ｎ／Ａ 海事教育通信コース（一級、二級）
45,200円/１人（入学料、授業料）
海事教育通信コース（三級）
39,020円/１人（入学料、授業料）

⑥郵送費用及び全体費用に占める当該郵送費用の
割合

Ｎ／Ａ 郵送料 1,370円/１人（第四種郵便物のみ）
海事教育通信コース（一級、二級） ３％
海事教育通信コース（三級） ３％

費用に対す
る支援措置

⑦⑤の主な費用項目に対して講じられている支援措
置（あれば記載）

第三種・第
四種郵便制
度を見直す
こととなった
場合の影響

⑧この場合に見込まれる郵便の利用者数の減少率
（※発送側、受取側）

Ｎ／Ａ 算定できない

⑨この場合に見込まれる第三種・第四種郵便の利用
件数の減少率（※発送側、受取側）

発送側：100％
受取側：－

算定できない

代替手段 ⑩第三種・第四種郵便以外のメール便等の利用者数
（※発送側のみ）

21機関 0

⑪メール便等の利用件数及びその利用割合（発送件
数全体に占めるメール便等の利用件数の割合）（※発
送側のみ）

利用件数：48,112（※第四種郵便を利用しなかっ
た機関における受講申請者数の合計）
利用割合：97.3％

0

料金水準の
見直し

⑫制度を維持した上で、今後、仮に日本郵便におい
て、経営状況によって料金水準の見直しが行われるこ
ととなった場合、その影響についてどのように考えるか。

第四種郵便の利用割合は2.7％であるため、講習
制度全体に影響を及ぼすものではないと考える。

料金水準の見直しが行われた場合の影響に
ついて、考えをお示しすることは困難です。
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１．制度の意義等（農林水産省）

・ 種子は、常温で長期間保管すると発芽等で品質が劣化するため、農家は作期毎に種子を入手する必要がある。
・ 第四種郵便は、大半の農家が利用しており、仮に、植物種子が第四種から除外された場合、現在の種苗費に増額分の輸送費が加算され、農業生
産コストの増加に繫がる。

・ 中山間地においては、農家は種苗店での種苗の入手が困難であることから第四種郵便による種苗の郵送の効果は計り知れない。
・ ＴＰＰを受け、農業所得を増大させるため、農業生産資材の低コスト化が強く求められている。
・ 第四種郵便は、宅配便等と比べて非常に安く料金設定されているため農業生産を行うにあたって不可欠な種苗の入手にあたり、全国の農家（約2百
万戸）のうち大半で利用されていると考えられ、制度の維持についてのニーズは高い。

２．ヒアリングにおける農林水産省の主な意見

（「農業競争力強化プログラム」と第四種の低廉料金との関係について）
・ 種苗の送料は農家が負担しており、資材のコストとして認識していることから、資材コストを１円でも安くという「農業競争力強化プログラム」の趣旨から
外れないと思う。

・ 種苗費の割合は野菜作の中では７％とそれほど大きい割合ではないが、資材は１円でも安くということがプログラムの趣旨と考えている。

（料金を見直すこととなった場合の影響について）
・ 資材価格を１円でも安くし、農産物を１円でも高く売ることが目標。第四種郵便物の制度を維持していただきたい。

（第四種郵便物の農産種苗の利用の大半が特定の２者しかいないことについて）
・ （これら２社は日本の種苗会社の最大手の２社と想定されるが、）第四種郵便を利用する種苗の送料は、そのほとんどが種苗会社（販売者）ではなく
種苗購入者、つまり全国の農家が負担しているものであり、幅広く農業者に利用されていることから、特定の者のみが利用しているとの指摘は当たら
ない。

３．委員のこれまでの主な意見

・ 種苗や農業設備の引き下げであれば分かるが、郵送料の引き下げは民間活力の活性化につながっていないと思う。
・ 郵送料が負担になっているのかもう少し説明をしていただきたい。
・ 全体の農家数よりも、第四種郵便物を利用している戸数がこの制度が必要かどうか判断する重要な数字だと思う。
・ 農林水産省としてこの政策を推進するために、郵送料を補助してもいいのではないか。

第三種・第四種郵便物に関するこれまでの議論の整理（農産種苗） 16



４．利用状況等に関する現状・見通し 農林水産省からの回答

第三種・第
四種郵便の
利用者数

①利用可能者数（※発送側、受取側） 【発送側】種苗販売店1,700店程度
【受取側】全国の農家数約200万戸

②実際の利用者数（※発送側、受取側） 全国の農家への調査は対象数が膨大であり、把握は困難

第三種・第
四種郵便の
利用件数

③全体の利用件数 180件170万通

④１者当たりの平均利用件数 （※発送側、受取側） 全国の農家への調査は対象数が膨大であり、把握は困難

政策目的の
実現にかか
る費用

⑤政策目的を達成するために必要となる全体費用及び主な費用項目 ・農業経営費（農業生産コスト）：約450万円（１経営体当たり年間）
・主な費用項目：種苗・肥料・農薬・農器具等の資材費、光熱費等

⑥郵送費用及び全体費用に占める当該郵送費用の割合 （参考）不明。最大で32万円、７％（種苗費の割合の高い野菜作。１経営体当たり年間。）

費用に対す
る支援措置

⑦⑤の主な費用項目に対して講じられている支援措置（あれば記載） 「農業競争力強化プログラム」（平成28年11月農林水産業・地域の活力創造本部決定）が策
定され、農業資材価格の引き下げに向けた取り組みの強化が必要とされた。また、現在、審議
中の農業競争力強化支援法案においても、それぞれのセクターで生産資材費低減の取り組
みを行うこととされている。

第三種・第四

種郵便制度を

見直すことと

なった場合の

影響

⑧この場合に見込まれる郵便の利用者数の減少率（※発送側、受取
側）

種子は営農継続に欠かせない資材であり、営農を継続する限りは減少しないと見込まれるが、
コストが増大すれば離農される懸念。

⑨この場合に見込まれる第三種・第四種郵便の利用件数の減少率
（※発送側、受取側）

種子は営農継続に欠かせない資材であり、営農を継続する限りは減少しないと見込まれるが、
コストが増大すれば離農される懸念。

代替手段 ⑩第三種・第四種郵便以外のメール便等の利用者数（※発送側の
み）

基本的には利用していない（種苗業者はメール便について、配達の確実性という観点から懸
念があること。）

⑪メール便等の利用件数及びその利用割合（発送件数全体に占める
メール便等の利用件数の割合）（※発送側のみ）

基本的には利用していない（種苗業者はメール便について、配達の確実性という観点から懸
念があること。）

料金水準の
見直し

⑫制度を維持した上で、今後、仮に日本郵便において、経営状況に
よって料金水準の見直しが行われることとなった場合、その影響につ
いてどのように考えるか。

考えを示すことは困難

その他 ⑬中山間以外の地域における農家の割合 ６割（耕地面積の割合では４割）

⑭農協を通じて農産種苗を購入している農家の割合 統計等のデータはなく、把握は困難

⑮第四種郵便を利用している「農家」の戸数（家庭菜園などの個人利
用を除いた数）

全国の農家への調査は対象数が膨大であり、把握は困難
（種苗会社への聞き取りによれば、反復利用者の割合は８割程度あり、利用者は農家が主体）

⑯平成16年の「郵政民営化に関する有識者会議」において、御省は
「（第四種について）廃止やむなし」としていたが、今回「維持すべき」と
していることについて、平成16年から具体的にどのような状況変化が
あったのか。

「農業競争力強化プログラム」（平成28年11月農林水産業・地域の活力創造本部決定）が策
定され、農業資材価格の引き下げに向けた取り組みの強化が必要とされた。また、現在、審議
中の農業競争力強化支援法案においても、それぞれのセクターで生産資材費低減の取り組
みを行うこととされている。
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第三種・第四種郵便物に関する利用状況等に関する現状・見通し（蚕種）

利用状況等に関する現状・見通し 農林水産省からの回答

第三種・第四
種郵便の利用
者数

①利用可能者数（※発送側、受取側） 【発送側】蚕種製造業者４社
【受取側】養蚕農家等約400名

②実際の利用者数（※発送側、受取側） 【発送側】蚕種製造業者３社
【受取側】養蚕農家等約420名

第三種・第四
種郵便の利用
件数

③全体の利用件数 約1,200件

④１者当たりの平均利用件数
（※発送側、受取側）

【発送側】約400回
【受取側】約2.9回

政策目的の実
現にかかる費
用

⑤政策目的を達成するために必要となる全体費用及び主な費用
項目

・農業経営費（農業生産コスト）：約180万円（１経営体当たり年間）
・主な費用項目：蚕種・肥料・農薬・農機具等の資材費、光熱費等

⑥郵送費用及び全体費用に占める当該郵送費用の割合 ⑤における農業経営費のうち、蚕種代は約5.3万円。この中には輸送費が含
まれているが詳細は不明。

費用に対する
支援措置

⑦⑤の主な費用項目に対して講じられている支援措置（あれば
記載）

「農業競争力強化プログラム」（平成28年11月農林水産業・地域の活力創造
本部決定）が策定され、農業資材価格の引き下げに向けた取り組みの強化
が必要とされた。また、今般成立した農業競争力強化支援法においても、そ
れぞれのセクターで生産資材費低減の取り組みを行うこととされている。

第三種・第四
種郵便制度を
見直すことと
なった場合の
影響

⑧この場合に見込まれる郵便の利用者数の減少率（※発送側、
受取側）

蚕種は養蚕継続に欠かせない資材であり、発送側、受取側とも継続して利用
すると見込まれるが、見直しの内容によっては利用者数の減少の可能性。

⑨この場合に見込まれる第三種・第四種郵便の利用件数の減少
率（※発送側、受取側）

蚕種は養蚕継続に欠かせない資材であり、発送側、受取側とも継続して利用
すると見込まれるが、見直しの内容によっては利用件数の減少の可能性。

代替手段 ⑩第三種・第四種郵便以外のメール便等の利用者数（※発送側
のみ）

２社

⑪メール便等の利用件数及びその利用割合（発送件数全体に
占めるメール便等の利用件数の割合）（※発送側のみ）

利用件数：約720件、利用割合：約38％

料金水準の見
直し

⑫制度を維持した上で、今後、仮に日本郵便において、経営状
況によって料金水準の見直しが行われることとなった場合、その
影響についてどのように考えるか。

蚕種製造業者は、それぞれの養蚕農家の飼育開始日に合わせて孵化する
よう蚕種を管理しており、その供給にあたっては少量小口での送付となる。こ
のため、第四種郵便物の料金水準が現在より高く設定された場合、物財費
の増加につながり、養蚕業の生産性が低下することが懸念される。
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１．制度の意義等（文部科学省）

・ 学会が学術刊行物を通じて行う学術情報の流通は、我が国の学術研究を推進するうえで不可欠な取組である。
・ 文部科学省においては、電子化による刊行物の流通促進を支援しているが、過半の刊行物は、研究上の必要性等から紙媒体による刊行を継続し
ている。このため、第４種郵便は学術の振興において、今なお、重要な方策となっている。

・ したがって、第４種郵便の見直しは、我が国の学会の経営基盤が脆弱な中で費用増加を招くこととなり、学術刊行物の流通に影響を与えることとなる。
・ また、「郵政民営化の基本方針」（平成16年９月10日 閣議決定）では、「特別送達等の公共性の高いサービスについても提供義務を課す」ことが位
置付けられている中で、民営化後も社会貢献等の一環として、引き続き学術刊行物の第４種郵便への指定が継続され定着してきたと承知しており、
今後も、学術研究の振興に資する第４種郵便（学術刊行物）を継続的に実施していただきたい。

２．ヒアリングにおける文部科学省の主な意見

（文部科学省における予算措置等について）
・ 国が直接、運営経費に手をさしのべるわけにはいかない。事業ベースでの支援が適切と考えている。
・ 一民間事業者に負担させるべきでない点は、総論では否定するものではないが、学術研究そのものに着目した場合には社会性、公共性の観点で、
郵政事業そのものが公共的サービスの側面があることから、社会全体で学術研究を支える活動について、社会的な貢献の枠組みの中で支援をお願
いしたい。

（第四種の低廉料金が電子化を阻害しているのではという点について）
・ 画像を紙媒体で参照したいとの要望等があり、また、経費や技術の問題がある。
・ 紙での刊行は約58％、紙、電子両方の発行でも約38％であり、紙によるやりとりを期待している部分もあると思う。直ちに電子化できる状況にはない。
・ 電子化は当然推進する。その上で多様な需要に応える中で、流通手段の１つとして、依然紙媒体の目的が変わるものではないと整理させていただ
きたい。

・ 第四種郵便物の利用が縮小しているものの、まだある一定の需要があることから、学術活動を支える社会的な取組の一環として引き続き支援してい
ただきたい。

３．委員のこれまでの主な意見

・ 低廉な料金が（学術刊行物の）電子化を阻害している。
・ 画像を自分のプリンタで打ち出せば済む話であり、電子化の取組を強化していくのが学会の存続のためにいいのではないかと思った。
・ 学会の会費で学術刊行物を賄っているが、印刷代がほとんどを占めている。郵送代は少額。学会が刊行回数を減らすのは、印刷代の負担増や投
稿数が減っていることが要因であり、郵送代の問題ではないと考えている。

・ メール便は相対で非常に安く提供しているので、おそらく第四種郵便物より安い料金の場合もあることを考慮して検討する必要がある。
・ 政策的低廉料金を小規模学会を存続させるために維持することは説明が苦しいと思う。
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第三種・第四種郵便物に関するこれまでの議論の整理（学術刊行物）

４．利用状況等に関する現状・見通し 文部科学省からの回答

三種・第四種郵便の利用者数 ①利用可能者数（※発送側、受取側） 総務省より日本学術会議に照会する必要あり。

②実際の利用者数（※発送側、受取側） 総務省より日本郵便株式会社に照会する必要あり。

第三種・第四種郵便の利用件数 ③全体の利用件数 総務省より日本郵便株式会社に照会する必要あり。

④１者当たりの平均利用件数 （※発送側、受取側） 総務省より日本郵便株式会社に照会する必要あり。

政策目的の実現にかかる費用 ⑤政策目的を達成するために必要となる全体費用及び主な費用項
目

学術情報の流通促進を達成するために必要となる「全体費用及び主な費用項目」の意味
するところが不明であるが、その一部を担う科学研究費助成事業の「研究成果公開促進費
（国際情報発信強化）」においては、研究者の研究成果を発表する媒体による国際情報発
信力を強化する取組に対する助成として、平成28年度には3億8,430万円を計上している。

【平成28年10月17日「現状と課題に関するＷＧ」資料2-1 ８頁参照】

⑥郵送費用及び全体費用に占める当該郵送費用の割合 （ある学会の例）
刊行費用（印刷・製本等）4,294千円、郵便費用（第４種郵便利用）841千円

郵便費用／刊行費用 ＝ 19.6％
【平成29年１月24日 文部科学省説明資料５頁参照】

費用に対する支援措置 ⑦⑤の主な費用項目に対して講じられている支援措置（あれば記
載）

・科学技術振興機構（JST）による電子ジャーナルを刊行・流通させるプラットフォームの運営
・日本学術振興会（JSPS）による科学研究費補助事業「研究成果公開促進費」を通じた助成

【平成29年１月24日 文部科学省説明資料２頁参照】

第三種・第四種郵便制度を見直
すこととなった場合の影響

⑧この場合に見込まれる郵便の利用者数の減少率（※発送側、受
取側）

見直しの具体的な内容が不明であることや利用の継続・中止の判断は各学会が行うもので
あるため、減少率の予測は困難であるが、学術刊行物の発送に係る新たな経費負担を発生
させることは、刊行回数の減少など、学術情報の流通に支障を来すこととなる。

【平成29年１月24日 文部科学省説明資料４頁参照】

⑨この場合に見込まれる第三種・第四種郵便の利用件数の減少率
（※発送側、受取側）

⑧のとおり。

代替手段 ⑩第三種・第四種郵便以外のメール便等の利用者数（※発送側の
み）

具体的な利用者数は把握しておりません。

⑪メール便等の利用件数及びその利用割合（発送件数全体に占め
るメール便等の利用件数の割合）（※発送側のみ）

具体的な利用件数は把握しておりません。

料金水準の見直し ⑫制度を維持した上で、今後、仮に日本郵便において、経営状況
によって料金水準の見直しが行われることとなった場合、その影響
についてどのように考えるか。

想定される料金水準の見直し内容が不明であるが、過半の学会が会費収入の減少により、
厳しい運営を強いられている現状を踏まえれば、学術刊行物の発送に係る新たな経費負担
を発生させることは、刊行回数の減少など、学術情報の流通に支障を来し、イノベーションの
源泉となる学術研究の振興を阻害することとなり、結果として国益を損なう恐れがある。

【平成29年１月24日 文部科学省説明資料４頁参照】
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第四種郵便物（通信教育）を利用している関係各省所管の資格等 

 

担当省庁 
通信教育の 

対象 
許認可（養成施設又は講習等）についての根拠法令 「通信による教育を行う」ことについての根拠法令 

文部 

科学省 

高等学校 

及び大学の

卒業資格 

○学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号） 

第４条 次の各号に掲げる学校の設置廃止、設置者の変更そ

の他政令で定める事項（次条において「設置廃止等」とい

う。）は、それぞれ当該各号に定める者の認可を受けなけ

ればならない。これらの学校のうち、高等学校（中等教育

学校の後期課程を含む。）の通常の課程（以下「全日制の

課程」という。）、夜間その他特別の時間又は時期において

授業を行う課程（以下「定時制の課程」という。）及び通

信による教育を行う課程（以下「通信制の課程」という。）、

大学の学部、大学院及び大学院の研究科並びに第百八条第

二項の大学の学科についても、同様とする。 

一 公立又は私立の大学及び高等専門学校 文部科学大

臣  

二 市町村の設置する高等学校、中等教育学校及び特別支

援学校 都道府県の教育委員会  

三 私立の幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等

学校、中等教育学校及び特別支援学校 都道府県知事  

○学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号） 

第５４条 高等学校には、全日制の課程又は定時制の課程のほ

か、通信制の課程を置くことができる。 

第８４条 大学は、通信による教育を行うことができる。 

第８６条  大学には、夜間において授業を行う学部又は通信

による教育を行う学部を置くことができる。 

文部科学省

認定社会通

信教育の 

修了 

○社会教育法（昭和 24 年法律第 207 号） 

第５１条 文部科学大臣は、学校又は一般社団法人若しく

は一般財団法人の行う通信教育で社会教育上奨励すべき

ものについて、通信教育の認定を与えることができる。 

第５４条  認定を受けた通信教育に要する郵便料金につい

ては、郵便法の定めるところにより、特別の取扱を受ける

ものとする。 

○社会教育法（昭和 24 年法律第 207 号） 

第５０条  この法律において「通信教育」とは、通信の方法

により一定の教育計画の下に、教材、補助教材等を受講者に

送付し、これに基き、設問解答、添削指導、質疑応答等を行

う教育をいう。 
２  通信教育を行う者は、その計画実現のために、必要な指導

者を置かなければならない。 

 

 
 
 
 
 
 

参考 
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厚生 

労働省 

看護師 

○保健師助産師看護師法（昭和 23 年法律第 203 号） 

第２１条 看護師国家試験は、次の各号のいずれかに該当す

る者でなければ、これを受けることができない。   

三 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合する

ものとして、都道府県知事の指定した看護師養成所を

卒業した者 

○保健師助産師看護師学校養成所指定規則（昭和 26 年文部

省・厚生省令第１号） 

第４条 （略） 

２ 看護師学校養成所のうち、免許を得た後三年以上業務に従

事している准看護師又は高等学校若しくは中等教育学校を

卒業している准看護師を教育する課程を設けようとするも

のに係る令第 11 条第１項の主務省令で定める基準は、次の

とおりとする。ただし、前項に規定する課程を併せて設けよ

うとするものについては、第十号の規定は適用しない。 

一 免許を得た後三年以上業務に従事している准看護師又

は高等学校若しくは中等教育学校を卒業している准看護

師であることを入学又は入所の資格とするものであるこ

と。ただし、通信制の課程においては、免許を得た後十

年以上業務に従事している准看護師であることを入学又

は入所の資格とするものであること。 

二～十二 （略） 

理容師 

○理容師法（昭和 22 年法律第 234 号） 

第３条 理容師試験は、理容師として必要な知識及び技能に

ついて行う。 

○３ 理容師試験は、学校教育法 （昭和二十二年法律第二

十六号）第九十条に規定する者であつて、都道府県知事

の指定した理容師養成施設において厚生労働省令で定

める期間以上理容師になるのに必要な知識及び技能を修

得したものでなければ受けることができない。 

○理容師養成施設指定規則（平成 10 年厚生省令第５号） 

第２条 法第三条第三項に規定する理容師養成施設における

養成課程は、昼間課程、夜間課程及び通信課程とする。  

３ 通信課程は、昼間課程若しくは夜間課程を設ける理容師

養成施設又はこれらを併せて設ける理容師養成施設に限っ

て、これを設けることができる。 

美容師 

○美容師法（昭和 32 年法律第 163 号） 

第４条 美容師試験は、美容師として必要な知識及び技能に

ついて行う。 

３ 美容師試験は、学校教育法 （昭和二十二年法律第二十

六号）第九十条に規定する者であつて、都道府県知事の

指定した美容師養成施設において厚生労働省令で定め

る期間以上美容師になるのに必要な知識及び技能を修得

したものでなければ受けることができない。 

○美容師法（昭和 32 年法律第 163 号） 

第４条 美容師試験は、美容師として必要な知識及び技能につ

いて行う。 

４  美容師養成施設は、次の各号に掲げる養成課程の全部又

は一部を設けるものとする。ただし、通信課程は、昼間課

程又は夜間課程を設ける美容師養成施設に限つて、設けるこ

とができる。 

一  昼間課程 

二  夜間課程 

三  通信課程 
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厚生 

労働省 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

製菓衛生師 

○製菓衛生師法（昭和 41 年法律第 115 号） 

第５条 製菓衛生師試験は、次の各号のいずれかに該当する

者でなければ受けることができない。 

一 学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第五十七

条に規定する者であつて、都道府県知事の指定する製

菓衛生師養成施設において一年以上製菓衛生師として

必要な知識及び技能を修得したもの 

○製菓衛生師法施行規則（昭和 41 年厚生省令第 45 号） 

第 16 条 製菓衛生師養成施設における養成課程は、昼間課

程、夜間課程及び通信課程とする。 

社会保険 

労務士 

【社会保険労務士試験試験科目免除指定講習】 

○社会保険労務士法（昭和 43 年法律第 89 号） 

第 11 条  別表第２の中欄に掲げる社会保険労務士試験の試

験科目については、当該下欄に掲げる者に該当する者に対

して、それぞれ、その申請により、その試験を免除する。 

別表第２（第 11 条関係）  

番号 免除科目 免除資格者 

一 （略） （略） 

二 労 働 者 災

害 補 償 保

険法 

１～２（略） 

３ 労働若しくは社会保険に関す

る法令に関する厚生労働省令で定

める事務（以下「労働社会保険法

令事務」という。）を行う厚生労働

大臣が指定する団体の役員若しく

は従業者として労働社会保険法令

事務に従事した期間が通算して十

五年以上になる者又は社会保険労

務士若しくは社会保険労務士法人

の補助者として労働社会保険法令

事務に従事した期間が通算して十

五年以上になる者で、厚生労働省

令で定める基準に適合するものと

して厚生労働大臣が指定した連合

会が行う講習を修了したもの（次

号３及び第四号３に掲げる者に該

当する者として雇用保険法及び労

働保険の保険料の徴収等に関する

法律の科目について、試験の免除

【社会保険労務士試験試験科目免除指定講習】 

○社会保険労務士法施行規則（昭和 43 年厚生省・労働省令

第 1 号） 

第４条 法別表第２第２号３、第３号３、第４号３、第６号

３、第７号３及び第８号１の厚生労働省令で定める基準

は、次のとおりとする。  

一 講習は、通信の方法によつて６月間行われるもので

あり、かつ、18 時間の面接指導を含むものであること。 

二～四 （略） 

 

（参考） 

【労働社会保険諸法令関係事務指定講習】 

○社会保険労務士となるための実務経験の認定について 

(昭和 58 年 9 月 21 日)(庁保発第 23 号) 

今般、全国社会保険労務士会連合会が別添「労働社会保険

諸法令関係事務指定講習基本方針」に基づき行う講習を修了

した者については、社会保険労務士法第三条第一項に規定す

る主務大臣が労働社会保険諸法令に関する主務省令で定め

る事務に従事した期間が通算して２年以上になるものと同

等以上の経験を有すると認めるものに該当する者として取

扱うこととされたので、その取扱いに遺漏なきを期された

い。 

 

（別添） 

労働社会保険諸法令関係事務指定講習基本方針 

〔全国社会保険労務士会連合会〕 

社会保険労務士法第３条第１項に規定する主務大臣が労

働社会保険諸法令に関する主務省令で定める事務に従事し

た期間が、通算して２年以上になるものと同等以上の経験を
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厚生 

労働省 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を受ける者を除く。） 

４～６（略） 

（略） （略） （略） 

 

【労働社会保険諸法令関係事務指定講習】 

○社会保険労務士法（昭和 43 年法律第 89 号） 

第３条 次の各号の一に該当する者であつて、労働社会保険

諸法令に関する厚生労働省令で定める事務に従事した期

間が通算して二年以上になるもの又は厚生労働大臣がこ

れと同等以上の経験を有すると認めるものは、社会保険

労務士となる資格を有する。 

一、二（略） 

２（略） 

有すると認める者となるための講習は、次のとおりとする。 

１ 講習の方法 

労働社会保険諸法令に基づく書類の作成を内容とする

４月間の通信指導及び１科目につき３時間の面接指導を

行うものとする。 

２～６ （略） 

教育訓練給付 

対象例： 

カラーコーディネータ、 

管理栄養士、 

ケアマネージャー、 

ファイナンシャルプランナー、 

歯科助手、 

インテリアコーディネータ、 

旅行管理者、 

通関士、 

調理師、 

気 象 予 報士 

等 

○雇用保険法（昭和 49 年法律第 116 号） 

第６０条の２ 教育訓練給付金は、教育訓練給付対象者が厚

生労働省令で定めるところにより、雇用の安定及び就職の

促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚

生労働大臣が指定する教育訓練を受け、当該教育訓練を

修了した場合において、支給要件期間が三年以上であると

きに、支給する 

○雇用保険法第 60 条の２第１項に規定する厚生労働大臣

が指定する教育訓練の指定基準（平成 26 年厚生労働省告示

第 237 号） 

２ 雇用保険法第 60 条の２第１項の規定により、厚生労働

大臣が指定する教育訓練の内容等は、次のいずれにも該当

するものであることとする。 

一 （略） 

イ （略） 

（１）・（２） （略） 

（３） 次に掲げる訓練内容の区分に応じ、それぞれ次

に定める要件を満たすものであること。ただし、学校

教育法（昭和 22 年法律第 26 号）に基づく大学院の

修士課程若しくは博士課程又は国若しくは地方公共

団体の指定等を受けて実施される当該教育訓練の修

了により公的職業資格を取得できる課程、公的職業資

格に関する試験の受験資格を取得できる課程又は公

的職業資格に関する試験の一部免除となる課程（以下

「養成課程」という。）については、３年以内とし、

かつ、訓練の期間及び時間の下限を適用しないもので

あること。 

（ⅰ） （略） 

（ⅱ） 通信制訓練期間が３ヶ月以上１年以内であ

ること。 
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厚生 

労働省 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保育士 

○児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号） 

第１８条の６ 次の各号のいずれかに該当する者は、保育士

となる資格を有する。 

一  都道府県知事の指定する保育士を養成する学校

その他の施設を卒業した者 

○平成 27 年３月 31 日雇児発 0331 第 29 号「指定保育士養成

施設の指定及び運営の基準について」の別紙１「指定保育士

養成施設指定基準」 

第２ 指定基準 

１ 共通事項 

指定保育士養成施設の指定は、児童福祉法施行規則（昭

和 23 年厚生省令第 11 号。以下「規則」という。）第６条

の２の規定に定める他、下記２から７に適合した場合に行

うものであること。 

授業等の開設方法は、昼間、昼夜開講制（短期大学設置

基準（昭和 50 年文部省令第 21 号）第 12 条に規定する昼

夜開講制をいう。以下同じ。）、夜間、昼間定時制又は通信

制により実施するものであること。 

なお、通信制による指定保育士養成施設（以下「通信教

育部」とする）は、学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）

に基づく大学、短期大学又は専修学校の専門課程であっ

て、既に指定保育士養成施設として指定されていることを

条件として指定する。 

おって、昼間、昼夜開講制、夜間、昼間定時制を総 

称する場合には昼間部等とする。 

社会福祉士、 

介護福祉士 

○社会福祉士及び介護福祉士法（昭和 62 年法律第 30 号） 

第７条 社会福祉士試験は、次の各号のいずれかに該当する

者でなければ、受けることができない。 

二 学校教育法 に基づく大学において文部科学省令・厚

生労働省令で定める社会福祉に関する基礎科目を修め

て卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生労

働省令で定める者であつて、文部科学大臣及び厚生労

働大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した

養成施設において六月以上社会福祉士として必要な知

識及び技能を修得したもの  

三  学校教育法 に基づく大学を卒業した者その他その者

に準ずるものとして厚生労働省令で定める者であつて、

文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は

都道府県知事の指定した養成施設において一年以上

社会福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの  

 

○社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則（昭和 62 年厚生

省令第 50 号） 

第２条 法第７条第二号若しくは第三号又は第 40 条第２項

第二号に規定する養成施設における養成課程は、昼間課

程、夜間課程及び通信課程とする。 
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第４０条 介護福祉士試験は、介護福祉士として必要な知識

及び技能について行う。 

２ 介護福祉士試験は、次の各号のいずれかに該当する者で

なければ、受けることができない。 

二  三年以上介護等の業務に従事した者であつて、文部

科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は都道

府県知事の指定した養成施設において六月以上介護

福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの 

社会福祉 

主事 

○社会福祉法（昭和 26 年法律第 45 号） 

第１９条 社会福祉主事は、都道府県知事又は市町村長の補

助機関である職員とし、年齢二十年以上の者であつて、人

格が高潔で、思慮が円熟し、社会福祉の増進に熱意があり、

かつ、次の各号のいずれかに該当するもののうちから任用

しなければならない。 

二 都道府県知事の指定する養成機関又は講習会の課

程を修了した者 

○社会福祉主事養成機関等指定規則（平成 12 年厚生省令第

53 号） 

第２条 法第 19 条第１項第二号に規定する養成機関の養成

課程は、昼間課程、夜間課程及び通信課程とする。 

精神保健 

福祉士 

○精神保健福祉士法（平成 9 年法律第 131 号） 

第７条 試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなけれ

ば、受けることができない。 

二 学校教育法に基づく大学において文部科学省令・厚生

労働省令で定める精神障害者の保健及び福祉に関する

基礎科目を修めて卒業した者その他その者に準ずるも

のとして厚生労働省令で定める者であって、文部科学

大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は都道府県

知事の指定した養成施設において六月以上精神保健

福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの  

三 学校教育法に基づく大学を卒業した者その他その者

に準ずるものとして厚生労働省令で定める者であって、

文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は

都道府県知事の指定した養成施設において一年以上

精神保健福祉士として必要な知識及び技能を修得した

もの 

○精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般

養成施設等指定規則（平成 10 年厚生省令第 12 号） 

第２条 法第７条第二号に規定する精神保健福祉士短期養

成施設等及び同条第三号に規定する精神保健福祉士一般

養成施設等における養成課程は、昼間課程、夜間課程及び

通信課程とする。  

２ 前項に規定する昼間課程、夜間課程及び通信課程は、併

せて設けることができる。 

 

介護員 

○介護保険法施行令（平成 10 年政令第 412 号） 

第３条 法第八条第二項（訪問介護）の政令で定める者は、

次の各号に掲げる研修の課程を修了し、それぞれ当該各号

に定める者から当該研修を修了した旨の証明書の交付を

○介護保険法施行規則（平成 11 年厚生省令第 36 号） 

第 22 条の 24 研修は、講義及び演習により行うものとし、

必要に応じて、実習により行うことができるものとする。 

２ 講義は、通信の方法によって行うことができるものと
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厚生 

労働省 

受けた者とする。 

二 都道府県知事が指定する者（介護員養成研修事業

者）の行う研修であって厚生労働省令で定める基準

に適合するものとして都道府県知事の指定を受けた

もの（介護員養成研修） 当該介護員養成研修事業者 

する。この場合においては、添削指導、面接指導等適切な

措置を併せて講じなければならない。 

３ 研修の実施に当たっては、前条第一項に規定する課程に

おいて修得することが求められている知識及び技術の修

得がなされていることにつき確認する等適切な方法によ

り行わなければならない。 

介護支援 

専門員 

○介護保険法（平成９年法律第 123 号） 

第６９条の３３ 都道府県知事は、その指定する者（指定

研修実施機関）に、介護支援専門員実務研修及び更新研

修の実施に関する事務を行わせることができる。 

○平成 26 年７月４日老発 0704 第２号「介護支援専門員資質

向上事業の実施について」の（別紙）介護支援専門員資質向

上事業実施要綱 

４ 事業実施上の留意点 

（３）受講者の負担や各都道府県の実情に応じて、各研修

における講義の一部又は全部を通信学習とすることが

できるものとする。なお、通信学習を実施する場合には、

適切な教材及び適切な方法により、指導及び評価を行うこ

と。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国土 

交通省 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

海技士 

○船舶職員及び小型船舶操縦者法（昭和 26年法律第 149号） 

第４条  船舶職員になろうとする者は、海技士の免許を受

けなければならない。  

２ 海技免許は、国土交通大臣が行う海技士国家試験に合格

し、かつ、その資格に応じ人命救助その他の船舶職員とし

ての職務を行うに当たり必要な事項に関する知識及び能

力を習得させるための講習であつて第十七条及び第十七

条の二の規定により国土交通大臣の登録を受けたものの

課程を修了した者について行う。  

３ 海技免許の申請は、申請者が海技試験に合格した日から

一年以内にこれをしなければならない。  

 

○独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号） 

第２８条 独立行政法人は、業務開始の際、業務方法書を作

成し、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変

更しようとするときも、同様とする。 

２ 前項の業務方法書には、役員（監事を除く。）の職務の

執行がこの法律、個別法又は他の法令に適合することを確

保するための体制その他独立行政法人の業務の適正を確

保するための体制の整備に関する事項その他主務省令で

定める事項を記載しなければならない。 

３ 独立行政法人は、第１項の認可を受けたときは、遅滞な

く、その業務方法書を公表しなければならない。 

 

○独立行政法人海技教育機構業務方法書 

第６条 海技課程は、船員となるに必要な高等普通教育及び

専門教育を行うものとする。 
２ 海技専攻課程は、海技課程等の教育を基礎として船員と

なるに必要な高度な専門教育を行うとともに、海技免許の

資格に応じてそれらに必要な教育を行うものとする。 
３ 船舶運航実務課程は、海技に関する短期教育、通信によ

る教育及び水先に関する教育を行うものとする。 
４ 特別課程は、国の施策に基づく講習及び国際航海船舶及
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国土 

交通省 

 

び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律第８条第２

項の規定による同条第１項の講習の実施に関する業務を

行うものとする。 

宅地建物 

取引士 

○宅地建物取引業法（昭和 27 年法律第 176 号） 

第１８条 試験に合格した者で、宅地若しくは建物の取引に

関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有す

るもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するもの

と同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通省令

の定めるところにより、当該試験を行つた都道府県知事の

登録を受けることができる。ただし、次の各号のいずれか

に該当する者については、この限りでない。 
 一～八 （略） 
２ （略） 
 
○宅地建物取引業法施行規則（昭和 32 年建設省令第 12 号） 

第１３条の１６ 法第十八条第一項の規定により国土交通大

臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有

すると認めた者は、次のいずれかに該当する者とする。  
一  宅地又は建物の取引に関する実務についての講習で

あつて、次条から第十三条の十九までの規定により国

土交通大臣の登録を受けたものを修了した者  
二・三 （略） 

○宅地建物取引業法施行規則（昭和 32 年建設省令第 12 号） 
第１３条の２１ 登録実務講習実施機関は、公正に、かつ、

第十三条の十九第一項第二号に掲げる要件及び次に掲げ

る基準に適合する方法により登録実務講習事務を行わな

ければならない。  

一～三 （略）  

四  講義及び演習の総時間数はおおむね五十時間とし、次

の表の上欄に掲げる科目の区分に応じ、それぞれ同表の

中欄に掲げる内容について、同表の下欄に掲げる時間以

上登録実務講習を行うこと。ただし、国土交通大臣の定

めるところにより登録実務講習の一部を通信の方法

により行う場合は、この限りでない。 

 五～十三 （略） 

○宅地建物取引業法施行規則第十三条の十六第一号の規定

に基づく登録実務講習の演習方法等を定める件（平成 18 年

国土交通省告示第 702 号） 
第一 （略） 
第二 登録実務講習の一部を通信の方法により行う場合 
規則第十三条の二十一第四号の規定により登録実務講習

の一部を通信の方法により行う場合は、表の下欄に掲げる

講義（以下単に「講義」という。）に代えて、それと同程度

に受講の効果を得られる通信講座を行った後に、表の下欄に

掲げる演習を十二時間以上行うものとする。 
第三～第五 （略） 

 


